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規 則

北海道障害者職業能力開発校運営規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第６号

北海道障害者職業能力開発校運営規則の一部を改正する規則
北海道障害者職業能力開発校運営規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように

改正する。
別表第１を次のように改める。

別表第１（第２条、第３条の２、第 条の２関係）

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話

印刷 富士プリント

目 次 ページ

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行

備考 校長は、学生の障害の程度及び技能習得の状況からみて訓練期間を延長する必要が
あると認められる場合には、１年（短期課程の学生にあっては、６月）を超えない範
囲内で、当該訓練期間を延長することができる。
附 則

この規則は、平成 年４月１日から施行する。

北海道立農業大学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７号

北海道立農業大学校管理規則の一部を改正する規則
北海道立農業大学校管理規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 条中「所定の課程を修了」を「養成課程を卒業」に改め、同条の次に次の１条を加え
る。
（専門士）
第 条の２ 養成課程を卒業した者は、専門士（農業専門課程）と称することができる。
第 条の５中「第８条第１項第１号」を「第８条第１号」に改める。
第 条の７中「、「第 条の５」を「「第 条の５」と、第 条中「別記第４号様式」と

あるのは「別記第５号様式」に改める。
別記第４号様式中「第 条、」を削り、「北海道立農業大学校 の課程」を「本
校 の課程」に改め、同様式を別記第５号様式とし、別記第３号様式の次に
次の１様式を加える。
別記第４号様式（第 条関係）

第 号
卒 業 証 書

氏 名
年 月 日生

本校 の課程を卒業したことを証し、専門士（農業専門課程）と
称することを認めます。

訓練課程 訓 練 科 定員 訓練期間

普通課程

建築デザイン科 人 １年

機械科 人 ２年

総合ビジネス科 人 １年

プログラム設計科 人 ２年

短期課程 総合実務科 人 １年
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年 月 日

北海道立農業大学校長 印

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第８号

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則
北海道漁業近代化資金利子補給規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改

正する。
第２条第２項の表中「年 パーセント」を「年 パーセント」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成 年１月
日以後に知事が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に知事が利子
補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量（１台分に係る１月当たりの単価）
ア パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 ５台
イ パーソナルコンピュータの賃貸借 一式 台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。

契 約 期 間
ア 平成 年５月１日から平成 年３月 日まで
イ 平成 年５月１日から平成 年４月 日まで
ただし、予算の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
納 入 場 所
ア 北海道労働委員会事務局
イ 北海道知事政策部知事室秘書課

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の賃貸借の

資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館 階共用会議室（送

付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁
目 北海道総務部行政改革局総務業務センター）

入 札 日 時 平成 年４月３日（木）午後１時 分（送付による場合は、平成
年４月２日（水）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の による。

６ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名称及び数量 パーソナルコンピュータの賃貸借 １式 台
イ 予 定 時 期 平成 年４月頃
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成 年１月 日付け北海道告示第 号

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
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用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和 年北海道規則第 号）第 条第１項の規定により定めた予定
価格（１台分に係る１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（１台分に係る１月
当たりの単価）をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。

９ 入札参加申込書の提出
提 出 期 限 平成 年３月 日（月）午後５時（送付による場合は、平成 年

３月 日（金）必着）
提 出 場 所 ３に同じ。

そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
入札金額等に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 分の５に相当す
る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった１台分に係る１月当たり
の契約金額の 分の に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業
者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成
員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出す
ること。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
ア 名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
イ 所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号

．
．
．

．

．

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータ ２台
調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
納 入 期 日 平成 年５月１日
納 入 場 所 北海道建設部建築局計画管理課

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号又は平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入の資

格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

３ 契約条項を示す場所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館 階共用会議室（送

付による場合は、郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁
目 北海道総務部行政改革局総務業務センター）

入 札 日 時 平成 年４月３日（木）午後２時 分（送付による場合は、平成
年４月２日（水）までに必着）

開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

５ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

６ 一連の調達契約に関する事項
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この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名称及び数量 パーソナルコンピュータの賃貸借 １式 台
イ 予 定 時 期 平成 年４月頃
この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成 年１月 日付け北海道告示第 号

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 ３に同じ。
交 付 方 法 の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る返信
用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合う郵便
料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関す
る事務を担当する組織に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ 入札参加申込書の提出
提 出 期 限 平成 年３月 日（月）午後５時（送付による場合は、平成 年

３月 日（金）必着）
提 出 場 所 ３に同じ。

そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 及び によるほか、次によ

る。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
所 在 地 郵便番号 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号

．
．

．

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条第 項の規定により、雨竜土地改良区から、
次のとおり役員の就任及び退任の届出があった。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成 理 事 能 祖 薫 雨竜郡雨竜町字尾白利加 番地
同 同 同 鳥 井 一 夫 同 字伏古 番地
同 同 同 吉 本 周 治 同 字恵岱別 番地
同 同 同 長谷川 直 己 同 字満寿 番地
同 同 同 藏 田 一 芳 同 字満寿 番地
同 同 同 長 敬 同 字満寿 番地
同 同 監 事 佐々木 芳 雄 同 字恵岱別 番地
同 同 同 小 栄 一 同 字尾白利加 番地１
退 任 同 理 事 川 俊 博 同 字中島 番地
同 同 同 能 祖 薫 同 字尾白利加 番地
同 同 同 川 越 愼 治 同 字恵岱別 番地
同 同 同 香 川 烈 同 字オシラリカ１番地
同 同 同 鳥 井 一 夫 同 字伏古 番地
同 同 同 吉 本 周 治 同 字恵岱別 番地
同 同 監 事 佐々木 芳 雄 同 字恵岱別 番地
同 同 同 小 栄 一 同 字尾白利加 番地１

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年３月５日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同法第 条の３第６項において準用する同法第 条第７項の規定による決定に不服

がある者は、同法第 条の３第６項において準用する同法第 条第 項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成 年３月４日
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北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
端野豊北 中山間地域総合整備（区画整理、農用地造成、客土、暗き 北海道網走支庁

ょ排水、農用地改良保全）
川 合 南 畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（暗き 北海道十勝支庁

ょ排水、土層改良）

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のとおり土地改
良事業の工事の完了の届出があった。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
事業主体名 地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
七 飯 町 軍 川 １ 災害復旧［農業用施設］ 平成
森 町 姫 川 １ 同 同
同 駒 ヶ 岳 １ 同 同

北海道告示第 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 年法律第
号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域の箇所番号

大空川（ ）
土砂災害警戒区域の表示
利尻郡利尻町仙法志（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
土石流

２ 土砂災害警戒区域の箇所番号
沼の沢川（ ）
土砂災害警戒区域の表示
利尻郡利尻富士町鴛泊（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
土石流

（「次の図」は省略し、その図面を北海道稚内土木現業所及び関係市町村に備え置いて縦

覧に供する。）

北海道告示第 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 年法律第
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成 年３月４日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

旭川 が丘東１条２丁目（ ４ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
旭川市 が丘東１条２丁目（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
旭川神岡３（ ４ ４ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
旭川市神居９条７丁目 ８丁目（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
急傾斜地の崩壊
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

３ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
北二線川（ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
富良野市北の峰町（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
土石流
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり
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４ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
四線川（ ）
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
富良野市中御料（次の図のとおり）
土砂災害の発生原因となる自然現 の種類
土石流
同法第８条第２項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に
関する法律施行令（平成 年政令第 号）で定める事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を関係土木現業所及び関係市役所に備え置いて縦覧に供
する。）

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額 円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社


